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警報発令時における部活動の練習及び大会参加について 

 

陽春の候，保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は，本校の教育

推進にご理解とご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

 さて，異常気象時における臨時休業の判断につきまして，生徒の安全確保のため，次のとおり措

置いたしますので，ご理解ご協力の程，よろしくお願いします。 

 

 

 

 

【休日及び長期休業中】 

 午前７時の段階において，気象庁より１つでも警報が発令されている場合，

その日の練習は中止とする。 

 

【中体連主催大会，その他の大会，練習試合】 

 開催地において，気象庁より１つでも警報が発令されている場合，各部顧

問から各部の連絡網で中止の有無等の連絡をする。 


